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はじめに  

講座 01 では「行政評価の歴史・背景と理論」と題して、やや理論的、制度的な話をし、

講座 02 では、もう少し実践的で、実務家向けの話をしたいと考えています。 

本稿で扱う「評価」は、広い意味での行政評価です。例えば、政策評価や事務事業評価な

ど、色々な言葉がありますが、それらを包含した広い意味で使っています。講義の内容は、

リテラシーを高め、主体的に自己評価をやって頂くという観点から、必ずしも今の時点では

専門家でない方々を対象とする、そういう講義にしたいと思っています。 

 

Ⅰ 行政評価の歴史 

１．アメリカなどにおける政策評価の歴史 

まず、外国と日本における行政評価の発展の歴史、そしてその後で行政評価と言われるも

のの理論的な側面についてお話しします。 

行政評価の分野が 1 番発達しているのはアメリカで、アメリカの歴史の話からしていき

ます。アメリカでは、1930 年代から 60 年前まで、例えばニューディールなど、様々な形で

政府機能が拡大しました。その間に色々な政府の活動について、評価が必要ではないかとい

う議論が出てきました。ニューディールは公共事業の話が多いのですが、1930 年代は教育

分野や公衆衛生、都市政策の分野での初歩的、原型的な評価活動が始まりました。 

戦後は、1950 年代に政策科学という新しいジャンルを提起する学者、例えばハロルド・

ラスウェルなど、そういう学者たちが、この分野を政治学や経済学から派生する知識を使い

ながら、新しい分野として打ち出しました。その中で、事前評価として政策分析というよう

なことが盛んに行われるようになりました。英語では「policy analysis」といいます。 

その次の時代になると、リンドン・ジョンソン大統領の時代のように、偉大な国家とか社

会とかが強調され、その中で「貧困との戦い」というようなことで、様々な公共プログラム

が増大したため、一体これらのプログラムは効果が上がっているのかどうなのか、評価が盛

んに行われるようになりました。色々な人たちが評価活動を行うようになった時代です。 

1970 年代になると、シンクタンクや、あるいは評価の専門家的な人たちが増えるように
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なり、政策評価の理論化、体系化が進むようになりました。実施件数の急増もありました。 

1950 年代は、policy analysis ということで政治学系の人たちが盛んに唱導していたわけ

ですが、70 年代に入ると、「program evaluation」という言葉が使われるようになり、日本

の学者・研究者も大きな関心を持つようになってきました。シンクタンクの研究者たちが

様々な本を出すようになりました。 

1980 年代になると、政策評価の方法論が発達、精緻化されていき、また手法もどんどん

進歩し、大量のデータもパソコン等で処理できるようになりました。 

1990 年代になると、科学的な評価から、より実用的な評価ということに重点が移ってき

ます。政府も、クリントン大統領の頃ですが、「Government Performance and Results Act」、

略して GPRA といいますが、これを制定し、今度は「performance measurement」という

言葉を使って、政府全体にこういう評価活動が拡がるようになりました。 

日本でも、ちょうど橋本内閣が行政改革、中央省庁の改革をやっている頃ですが、こう

いう動きに非常に関心がもたれるようになりました。同時に、イギリスなどアングロサク

ソン系の国から始まった New Public Management (NPM)のという運動の中で、これも行

政改革的なものですが、結果重視のマネジメントというようなことが行政の世界でも言わ

れるようになりました。結果重視というと、行政活動の目的・目標を意識しながら、それ

に照らし合わせて結果がどうなっているかを評価する、ということになるわけです。 

 

表Ⅰ-1-1 アメリカなどにおける政策評価の歴史 

1930－1960 年代～ 政策評価の誕生 

1930 年代 最も初歩的な評価の原型の開始（教育分野、公共衛生等の分野） 

1950 年代 政策科学成立の時期、事前評価として政策分析（policy analysis）が拡がる（都市政策、

住宅政策、公衆衛生、職業訓練等） 

1960 年代 ジョンソン大統領の「貧困との戦い」で公共プログラムが急増し、評価が多用され、その

実績が劇的に増加 

1970 年代～ 政策評価の理論化・体系化 

政策評価の実施件数の急増、program evaluation の分野が確立 

1980 年代～ 政策評価の方法論の発達と洗練 

財政赤字の抑制を目的とした公共プログラムの絞り込みや効率化の道具として利用 

政策評価実施の急激な増加ペースは鈍ったが、データ収集方法の発達とパーソナル・コ

ンピューターの普及により、政策評価の質は大幅に向上 

1990 年代～

  

政策評価の対象範囲の拡大、事後のインパクト評価から政策の企画立案過程まで 

科学的な評価からより実用的な評価へ 

Government Performance and Results Act (GPRA)により、performance 

measurement の広範な利用へ 

2000 年代～ アメリカの動向、New Public Management (NPM)の影響などで、政策評価の世界的普及 
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２．日本における行政評価、政策評価の歴史 

日本の歴史について見てみます。現在の「行政評価」、「評価」といわれるような活動は、

実は以前から政府の中で行われていました。例えば、行政管理庁による行政監察、あるいは

会計検査院による会計検査など、盛んに行われていました。公共事業や ODA、研究開発な

ど多額の予算を要する大きな事については、始める前に将来を予想、予測したり、費用対効

果を考えるために、色々と行われるようになりました。 

例えば、「費用対効果」、「費用効果」、「便益効果」といったことは皆さんご存知だと思い

ます。地方自治体でも広く使われています。この「評価」という言葉自体は、地方自治体で

は、三重県が「事務事業評価システム」という形で、1996 年に使用したのが最初と言われ

ています。現在、三重では「みえ政策評価システム」という名前に変わっています。翌年、

今度は北海道で、事業をやることになっていた公共事業のうち、進捗していないものについ

て見直しが必要ではないかということで、「時のアセスメント」という言葉が使われました。

また、静岡県が「業務棚卸表」という形で似たような活動を始めました。各自治体に相次い

で、こういう活動が広がるようになりました。 

2003 年の地方自治法改正により、地方自治体の持っている施設等の管理・運営について、

指定管理者制度を導入して、従来よりもさらに拡大した組織・団体に委託することができる

という制度が設けられました。そのときに、その活動が目的に沿っているか評価される必要

があるということで、自治体そのものも行いますし、委託を受けて当該事業を実施する指定

管理者自身も評価する、例えば、美術館や博物館などの文化施設等も自ら評価をするように

なりました。つまり、こういう組織・施設については、自治体と実際に事業を実施している

組織自体による評価が実施されるようになった、ということです。 

国のレベルでは、先程述べたように、以前から行っていましたが、「政策評価」という言

葉が行政改革の舞台で前面に出てきました。橋本首相が主導した行政改革、中央省庁の改革

の中で、その 1 つとして、国のレベルでも、行政管理庁や会計検査院といった特定の評価を

専門的にやる組織だけではなく、各省庁が自らの責任として政策評価を行う必要がある、と

いうことで、改革の 1 つに据えられ、当時の総務庁で法律案を検討し、2001 年に国の政策

評価法ができました。ここでは、先程述べたように、第１次的な実施主体は各省庁であり、

そして、第 2 次的あるいは客観的あるいは各省に跨るような評価は総務省でやるという形

で整理されました。 

その後、特別の評価制度として、この評価制度の枠組みの中ではありますが、租税特別措

置についての評価とか、規制を導入するときの評価とか、目標管理型の評価などが導入され、

国のレベルで、ある意味では制度が精緻化され、実際の必要性に合わせた改正が行われるよ

うになりました。 
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表Ⅰ-2-1 日本における政策評価、事務事業評価の制度導入等の歴史 

自治体 

1996 年 三重県が「事務事業評価システム」を導入、（その後、2002 年「みえ政策評価システム」） 

1997 年 北海道が「時のアセスメント」を導入、静岡県が「業務棚卸表」を導入 

他の自治体も相次いで事務事業評価を開始, 全国的に普及へ 

2003 年 公の施設の指定管理者制度を導入、自治体及び指定管理者による評価の実施へ 

美術館、博物館等の文化施設について、設立主体の自治体と施設自体による評価の実施へ 

国 

1997 年 行政改革会議最終報告で政策評価の全政府的な導入を提言、総務庁において制度化を検討 

2001 年 国の政策評価法（「行政機関が行う政策の評価に関する法律」）の制定  

実施主体①第１次的な実施主体は各行政機関 

②第 2 次的な評価主体として総務省（複数機関関係の評価、客観性担保評価等） 

2007 年 規制の政策評価（いわゆる規制影響評価（Regulatory Impact Analysis）を導入  

2010 年 租税特別措置等の政策評価を導入 

2013 年 目標管理型の政策評価を導入  

この間 事務事業仕分け（2009 年~2012 年）、行政事業レビュー（2013 年～）等あり 

 

このような中央レベル（国）における政策評価法の導入の背景として、6 点挙げたいと思

います。 

1 番目は、評価機能の強化の重要性です。「plan-do-see」という言葉がありますが、実際

には plan 偏重で、see という結果がどうなったかということを見るところがあまり重視さ

れなかった、それではいけないのではないかということで、see、つまり評価の機能を強化

するというようなことを多くの人がいうようになったことです。 

2 番目は、「行政の無謬性」ということばがありますが、政府のやることは常に正しい、

失敗がないということではなく、失敗もあるのだということで、絶えず政策の評価をしなが

ら、転換を促すのが必要だという意見もだんだん多くなったことです。 

3 番目は、厳しい財政事情の中で既存の政策や施策の見直しを行い、政策の継続、廃止、

転換等を検討する仕組みが必要だと言われるようになったことです。 

4 番目は、アカウンタビリティの強化といわれる、政府が行っていることについて、国民

あるいは議会に対する説明責任を強化する、そのための客観的なデータの整備が必要であ

るということで、政策評価に結び付けた議論がされるようになったことです。 

5 番目は、GPRA のようなアメリカの動きや、NPM のような外国の行政改革の動きの中

で、日本でも似たようなことが必要だということになってきたということです。 

6 番目は、与党野党問わず、こういう評価が必要であると言われるようになったことです。 
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・地方自治体における評価活動の普及の背景と原因 

一方、自治体については、少しおもしろい事情が説明されます。 

地方自治体にける評価活動の普及の背景と原因は下記の通り、国の場合と同じように行

政改革の必要性とか、アカウンタビリティ向上の教育とか NPM の影響がありますが、地方

自治体については別の事情もあります。1 つは、国から奨励されて、多くの自治体が行うよ

うになったということ、もう１つは自治体の間の横並び主義の傾向です。自治体はたくさん

ありますので、自治体間で比較され、横並びで動く傾向があり、他の自治体が先進的なこと

をやっているとなると、知事さんや市長さんは、うちもやらせようじゃないか、うちもやる

必要があるということで、評価活動についても、悪い言葉かもしれませんが、横並び主義、

後れをとっちゃいけないと、各自治体に広がるようになりました。 

 

 

 

参考 国の政策評価法(行政機関が行う政策の評価に関する法律)制定の背景事情 

① 行政過程における評価機能の強化  

プラン偏重と言われ、plan－do－see の行政過程の中で軽視されがちであった see つまり評

価の機能を強化する必要があるという意見が多くなった。 

  

② 行政の無謬性の発想の転換  

行政の無謬性の考え方を改め、行政の失敗の可能性を前提に、絶えず政策の評価や転換を促す

必要があるという意見が多くなった。  

 

③ 厳しい財政事情の中での厳しい取り組み  

厳しい財政事情が続く中で、政策の必要性や効果等の厳格かつ客観的な評価を行い、それを政

策の継続、廃止、転換等の検討に反映させる機能や仕組みの充実が必要になった。  

 

④ アカウンタビリティの強化  

国会はもとより国民に対しても、行政の活動や政策について客観的データにより説明責任を果

たすことが強く求められるようになった。  

 

⑤ アメリカの GPRA や NPM の影響 

中央省庁改革の検討の中でも、アメリカの GPRA(Government Performance and Results Act)

やイギリス等アングロサクソン系の国などにおける NPM (New Public Management)に関心

がもたれた。  

 

⑥ 与野党でも行政の自己評価に関心  

中央省庁改革を検討する行政改革会議発足の前後に、自民党や民主党などから、行政の自己検

証体制や行政の監視・評価の在り方が取り上げられるようになった。 
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Ⅱ 行政評価の理論 行政評価のさまざまな側面と視点 

１．評価の定義 

行政評価の定義について述べます。これは、人により、色々な説明があり、統一されたも

のは、実はありません。日本の政策評価法の中でも、政策評価とは何であるかを定義したも

のはありません。 

ここでは、アメリカの C.H. Weiss、P.H. Rossi 等が使っている定義、それから日本のこ

の分野の専門家である田中啓教授の広い定義を紹介しておきます。 

C.H. Weiss は、「評価とは、施策や政策の改善に貢献することを目的として、一連の明示

的または暗黙の基準に基づいて、施策や政策の実施 (operation) や結果 (outcomes) を体

系的に評価 (assessment) すること」ということを言っています。 

P.H. Rossi はさらに、「社会的条件を改善するための活動に情報を提供するために計画さ

れる」と、非常に政策の改善ということを念頭に置いています。 

田中啓教授は、私はこの意見に賛成するのですが、「評価とは、ある目的を達成するため

の活動やその活動を支える組織の諸要素（制度・手続き・機構等）を対象として、その状態

を把握し、把握した結果について、明示的または暗黙のなんらかの基準に基づき、判断を下

す行為・活動又はそのための手続きや仕組み」と言っています。判断を下すということ、こ

れは評価ということです。この田中教授の考え方によれば、いわゆる政策活動だけではなく、

行政機関そのものも実は対象になる訳ですし、狭い意味での政策評価と言われるもの以外

についても、様々な活動がカバーされることになります。 

参考 地方自治体にける評価活動の普及の背景と原因 

① 行政改革の必要性 

(従来型の手法による減量化に手詰まり感あり、評価という新しい手法に関心) 

② 国からの奨励 

③ アカウンタビリティ向上の要請 

④ 目標を設定し、成果を重視するＮＰＭの影響 

⑤ 自治体の横並び主義 （他の自治体に遅れまいとする） 
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２．評価の目的 

次に、評価の目的についてお話しします。参考として、田中教授の説明、それからコンサ

ルタントで、特に ODA 関係の評価を非常に幅広くやられてきた、龍慶昭氏や佐々木亮氏の

説明、それから、政策評価法が定める政策評価の目的について掲げました。大体同じような

見解です。 

1 つめは、「アカウンタビリティ」ということで、どこにも共通して出てきます。 

2 つめは、政策に関する意思決定 (decision making) の改善のための材料を提供すると

いうことも共通に出てきます。 

3 つめは、実際に効率的な行政を推進するということが共通して出てきます。 

総務庁で法律を作る際の研究会があり、これら 3 つについて、①国民本位の効率的で質

の高い行政の実現、②結果重視、成果重視の行政への転換、③行政の説明責任、このような

順番で掲げています。 

 

 

 

参考 評価の代表的な定義 

・C.H. Weiss による広義の定義 

「評価とは、施策や政策の改善に貢献することを目的として、一連の明示的または暗黙の基準に基

づいて、施策や政策の実施（operation）や結果(outcomes)を体系的に評価(assessment)すること」 

 

・P.H. Rossi 等による狭義の定義 

「評価とは、政策介入の有効性を体系的に調査するための社会的手法であり、社会的政策介入が置

かれた政治的・組織的環境の下で適用され、社会的条件を改善するための活動に情報を提供するた

めに計画される」 

 

・田中啓による定義（Weiss の定義に近い広義の定義） 

「評価とは、ある目的を達成するための活動やその活動を支える組織の諸要素（制度・手続き・機

構等）を対象として、その状態を把握し、把握した結果について、明示的または暗黙のなんらかの

基準に基づき、判断を下す行為・活動又はそのための手続きや仕組み」 
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３．行政評価の分類 

行政評価の分類は色々あります。ここでは、行政評価の分類について概説します。 

 

（１）大山達雄と田中啓の分類 

大山達雄教授の分類（表Ⅱ-3-1）は、切り口という意味では分かりやすい分類です。 

1 つ目は「対象による分類」、2 つ目は「内容による分類」、3 つ目は、いつ評価をするか

という「時期による分類」です。 

「対象による分類」は、政策、政府の活動の体系の 1 番上のレベルに位置付けられる政

策、それをさらに具体化する施策、それを事業として個別のプロジェクトをやっていく事業

評価、それぞれのレベルに合わせた評価があるだろうということです。2 つ目の「内容によ

る分類」は、「セオリー評価」、「プロセス評価」、「インパクト評価」、「パフォーマンス評価」

という、内容による分類についてです。「セオリー評価」というのは、色々な政策・政策が

どういう考え方・仮説・想定によって作られ、どのようにして目的達成に至るかを考え、政

策とその流れを論理的に関連付けて評価するものです。当たっている、当たっていない場合

もありますが、色んな政策・施策の、どういう考え方で始まったのか、始めようとしている

参考 評価の目的 

・田中啓などの説明 

① 行政活動(政策・施策・事務事業等)や組織の諸側面(体制・手続き等)の改善 

② 国民に対するアカウンタビリティ(答責性、説明責任)の確保 

③ 政策分析などにより政策に関する意思決定を改善 

 

・龍慶昭、佐々木亮の説明 

① 政策に関する意思決定(decision making)の改善のための材料を提供 

② 資源配分(resource allocation) の最適化・効率化のための材料を提供 

（ここでいう資源は、財政的、人的、物的、時間的、情報的(ノウハウ、信用等)資源） 

③ 納税者への説明責任（accountability）を向上させるための材料を提供 

 

・日本の政策評価法が定める政策評価の目的 

政策評価法 第 1 条（目的） 

「この法律は、行政機関が行う政策の評価に関し基本的事項を定めることにより、政策の評価の客

観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する

情報を公開し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動

について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」 

（注）総務庁に置かれた「政策評価の手法等に関する研究会」の最終報告では、次の順。 

① 国民本位の効率的で質の高い行政の実現 

② 国民的視点に立った成果重視の行政への転換 

③ 国民に対する行政の説明責任の徹底 
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のかという、いわば、その仮説を検証する、というのが分かりやすいかな、と思います。「プ

ロセス評価」は、色々な政策・施策が実行に移される、その実行過程プロセスを分析・評価

するというものです。「インパクト評価」は、そういう政策・施策が、どういう効果を期待

されて、実際にどういう効果が上がっているかというものを分析する評価です。「パフォー

マンス評価」は、この政策・施策の実行過程が効率的に行われているかどうか、という点か

らの評価です。3 番目の「時期による分類」では、事前・中間・事後評価に分けられます。 

 

表Ⅱ-3-1 大山達雄の分類 

対象による分類 政策評価 目的あるいは目標とともに決定された政策を評価 

施策評価 政策に基づいて具体的に実施される施策を評価 

事業評価 施策を構成する個別事業を評価 

内容による分類 セオリー評価 政策実施関連各プロセスの原因と結果を結びつける

理論部分を評価 

プロセス評価 政策実施関連各プロセスが、各種資源の利用とサービ

ルの提供に関して適切に機能しているか否かを評価 

インパクト評価 施策の実施に伴って得られた効果（有効性）を分析評

価 

パフォーマンス評価 施策の実施に関して各種資源の投入量と得られた成

果、効果の関係（効率性）を分析評価 

時期による分類（大

山は時点と目的を結

び付けて分類） 

事前評価 政策の策定、実施に当たって、理論の妥当性、政策の

必要性、効率性などを事前に評価 

中間評価 政策の実施から結果、成果が得られるまでの中間段階

の経緯を評価 

事後評価 政策の最終成果をもとに達成度を評価 

 

田中啓教授は、「事前」、「中間」、「事後評価」について、それぞれ単なる時点でだけはな

く、その時点でどういう目的でこの評価をするのか、その内容はどういうものかというとこ

ろまで踏み込んで、3 つ合わせて説明しています。（表 II-3-2） 

「事前」に評価をする場合というのは、行政活動の立案段階、実施前に評価をするという

ことです。その目的は、事業の実施の可否、あるいは複数の事業案からどれが良いかという

選択をするためです。事業目的の社会ニーズとの整合性、事業内容の適合性、実行計画の妥

当性といったものを評価するのが「事前評価」です。 

「中間」段階の評価というのは、事業を実施している最中に評価をする、ということで、

もしその過程で問題があれば直さなければならない、というのが目的ですし、当然、評価す

る内容は、事業の進捗状況、運営の効率性などをチェックすることになります。 

「事後」の評価は、行政活動が終了した段階で、事後的に評価を実施する、ということで、

事後評価の目的は、目標を達成しているかどうか、今後も事業を継続した方がいいかどうか、

内容は直すところはあるか、といった検討に繋げるため、目標達成度、利用者等の満足度、
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社会的影響、事業の実効性を評価するという内容になっています。これは皆さんにも非常に

参考になる、役に立つ視点だと思います。 

 

表Ⅱ-3-2 田中啓の分類 

事前 行政活動の立案段階、実施前に評価を実施 

事前評価の目的 事業の実施の可否の判断、複数の事業案からの選択、事業案の修正・

変更 

事前評価の内容 事業目的の社会ニーズとの整合性、事業内容の適合性、実行計画の

妥当性 

中間 行政活動の実施段階、実施中に評価を実施 

中間評価の目的 課題・問題の発見、実施プロセスの改善 

中間評価の内容 事業の進捗状況、運営の効率性、実施プロセスの妥当性 

事後 行政活動の終了段階、実施後に評価を実施 

事後評価の目的 目標達成度の把握、事業の継続等の判断、事業内容の改善 

事後評価の内容 目標達成度、利用者等の満足度、社会的影響、事業の実効性 

 

（２）アメリカで普通に行われている手法による分類 

これは単なる知識として留めておいて頂いて結構ですが、先に、アメリカでは「政策分析」

は 1950 年代からと述べましたが、「政策分析」、「プログラム評価」、「実績測定」という 3 つ

の異なった言葉が、異なった時代に使われています。 

「政策分析」は、今でも使っている言葉ですが、1 番古くから使われており、これは日本

語での様々な文献では説明が分かりにくい場合があるのですが、英語での用語と比較して

頂くと分かりやすい、何を言わんとしているかが分かると思います。 

具体的には、「policy analysis（政策分析）」、「program evaluation（プログラム評価）」、

「performance measurement（実績測定）」ということですので、この英語から、皆さん方

は、各々の用語を使って何を対象にして、どういう観点からこの評価をやろうとしているの

か分かると思います。 

1 番目の「政策分析 (policy analysis)」は大きなレベルの政策について、主として事前に

行っていますが、政策の費用対効果といったようなことを分析します。 

2 番目の「プログラム評価 (program evaluation)」というのは、政策・施策レベルになり

ますが、より総合的な様々な角度からの定量的・定性的な分析も行います。主として事後的

に行う、プログラムというレベルでの評価です。この講義の最初の方で policy, program, 

project という言葉も使ったと思いますが、program のレベルの evaluation というものが

盛んに行われています。 

3 番目の「実績測定 (performance measurement)」 は 3 つの中では 1 番最後に行われ

るようになったものです。評価の世界では policy analysis や program evaluation というの

は実際にはそう簡単ではない、もっと実務的に、実用的なものがないかということで、「実
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績測定 (performance measurement)」ということが始まりました。先程述べた GPRA とい

うクリントンの時代にできた法律も、この 3 番目の実績測定というもので、日本でも 1 番

広く行われているのが実績測定です。1 番目の政策分析、プログラム評価はかなり専門的な

知識も必要ですし、作業もかなり大掛かりになるということもありますが、3 番目の実績測

定は、どの組織でも自分の政策・事業に責任がありますから、実施状況等について実績の測

定は可能ですし、必要ということで、日本でも政策評価の中では 1 番広く行われています。 

 

表Ⅱ-3-3 アメリカで普通に行われている手法による分類 

政策分析  

(policy analysis) 

行政活動の効率性の測定と比較を主眼とする手法 

効率性とは、一般的には、ある活動の投入（例えば費用）と算出（例えば

便益）の比率で把握 

費用便益分析や費用効果分析などを使って効率性などを分析 

主に事前評価として実施、公共事業や規制政策が中心 

プログラム評価  

(program evaluation) 

1960 年代以降、主にアメリカで社会政策の分野への適用を目的として発

展した評価手法の総称、インパクト評価などを使って施策の効果等を評価 

狭義には、インパクト評価が中心 

広義には、政策分析や業績評価のほかさまざまの定性的評価手法を含む、 

Rossi などは、プログラム評価の手法を、ニーズ評価、セオリー評価、プ

ロセス評価、業績（実績）評価、インパクト評価、効率性評価に大別 

主に事後評価として実施、教育政策、社会政策、司法政策など多くの分野

で応用 

実績測定 

 (performance 

measurement) 

政策分析やプログラム評価とは異なる系譜の手法 

行政活動の特定の側面について、評価指標を設定し、実績値を測定し、達

成度等その推移等を分析することを主眼とする手法 

3 つの手法の中でもっとも幅広く利用されている手法 

事後評価として実施、行政活動全般に応用 
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（３）日本の中央政府による分類 

日本の中央政府（国）は、「政策評価法」という法律を 2001 年に制定しました。そして

「基本方針」で、3 つの政策評価方式を閣議決定しました。「事業評価方式」、「実績評価方

式」、「総合評価方式」と分けています。この法律を施行するために基本方針、ガイドライン

という形で内容が具体化されていきますが、政府が閣議決定で決めたものは、あまりにも詳

しく書いてあり、非常に分かりにくい表現となっています。 

表Ⅱ-3-4 は、政府が毎年出している年次報告の中で、3 つの評価方式の違いを分かりやす

くまとめたものです。対象、時点、目的・狙い、方法が書いてあります。 

「事業評価方式」は、事前に行う場合が多いのですが、色々な事業を、どれだけの費用対

効果があるか分析し、採用するかしないか、どれがいいか、ということを行います。公共事

業などでは広く行われます。 

「実績評価」は、1 番広く行われているもので、どの省庁も行っています。事前に施策や

事業の実施計画を作りますが、事後にどれだけ目標を達成しているか、予定通りやっている

かどうかという評価を行います。 

「総合評価方式」は、全ての政策・事業について毎年やると膨大な作業になりますからや

りませんが、特に重要なテーマを選んで、様々な角度から掘り下げて分析をするというもの

です。これは政府の全体の中では、数は少ないですが、大事な評価方式です。先程アメリカ

の program evaluation の例を申し上げましたが、アメリカでいう評価というのは、この 3

番目（総合評価）を念頭に置いたものが多かったように思います。実際にはなかなか大変な

作業ですので、実務の世界では、実績評価というものが実用的になっていることも述べまし

た。 

参考 

学者、研究者の間では、 

formative evaluation と summative evaluation という分類も使われています。 

 

 formative evaluation (形成的評価) 

行政活動を改善する上で有益な情報を得ることを目的として実施される評価 

 

 summative evaluation (総括的評価) 

行政活動の実施結果に基づき、何らかの判断（例えば、行政活動が十分な成果を上げているか、

行政活動を継続すべきかどうか等の判断）を下すことを目的として実施される評価 

 

「通常、形成的評価は、行政活動の立案段階や行政活動を開始して間もない段階に主に行われ、総

括的評価は、行政活動の実施(あるいは終了)後に行われる、とされるが、両者の本質的な相違点は、

評価を利用する主体の意図にあるので、評価を実施する時点がいつであるかは副次的な要素であ

る。」(田中啓) 
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表Ⅱ-3-4 政策評価の代表的な評価方式 

 対象 時点 目的・狙い 方法 

1． 

事業評価

方式 

個々の事務事業が中

心、 

施策も対象となる 

事前 

必要に応じ事後検証 

事業等の採否、選択

等に資する見地 

あらかじめ期待され

る施策効果やそれら

に要する費用等を推

計・測定 

2． 

実績評価

方式 

各行政機関の主要な

政策等 

事後 

定期的・継続的に実

績測定、目標期間終

了時に、達成度を評

価 

政策等の不断の見直

しや改善に資する見

地 

あらかじめ政策効果

に注目した達成すべ

き目標を設定し、目

標の達成度合いにつ

いて評価 

3． 

総合評価

方式 

特定テーマ（狭義の

政策・施策） 

事後 

一定期間経過後が中

心 

問題点を把握し、そ

の原因を分析するな

ど総合的に評価 

政策効果の発現状況

を様々な角度から掘

り下げて分析するな

ど総合的に評価 

 

 

参考「政策評価に関する基本方針」(閣議決定)における評価方式の説明 

日本政府では、「政策評価」の用語は広い意味で使われており、評価方式(手法）については、「政策

評価に関する基本方針」(閣議決定)において、次のような基本的な 3 方式の詳しい説明がある。 

 

① 事業評価方式 

個々の事業や施策の実施を目的とする政策を決定する前に、その採用、その採否、選択等に資する

見地から、当該事業又は施策を対象として、あらかじめ期待される政策効果やそれらに要する費用

等を推計・測定し、政策目的が国民や社会にニーズ又は上位の目的に照らして妥当か、行政関与の

在り方から見て行政が担う必要があるか、政策の実施により費用に見合った政策効果が得られるか

等の観点から評価するとともに、必要に応じて事後の時点で事前の時点で行った評価内容を踏まえ

検証する方式。 

 

② 実績評価方式 

政策を決定した後に、政策の不断の見直しや改善に資する見地から、政策の目的と手段の対応関係

を明示しつつ、あらかじめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定し、これに対応する実績を定

期的・継続的に測定するとともに、目標期間が終了した時点で目標期間全体における取組や最終的

な実績等を総括し、目標の達成度合いについて設定する方式。 

 

③ 総合評価方式 

政策決定の段階から一定期間を経過した後を中心に、問題点の解決に資する多様な情報を提供する

ことにより政策の見直しや改善に資する見地から、特定のテーマについて、当該テーマに係る政策

効果の発現状況をさまざまな角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握するとともにそ

の原因を 分析するなど総合的に評価する方式。 
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４．評価の対象 

（１）行政活動：政策、施策、事務事業 

「評価の対象」については、先程大山達雄教授のところで述べたように、「政策レベル」、

「施策レベル」、「事務事業レベル」という 3 段階があると説明しました。これは、皆さんも

よくご存知のように、政策はピラミッド構造を成し、政府のガイドライン等で、「政策」と

いうのは 1 番ハイレベルのもので、「特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現

を目的とする行政活動の大きなまとまり」と説明されているものですが、これは、後で文部

科学省の具体例でお話しします。 

これを具体化するための次のレベルのものが「施策」、さらに具体化した次のレベルのも

のが「事業」で、個々の事業や具体的な事務事業となると、これは実務家には分かりやすい

もので予算要求や予算執行する場合に具体的に考えるところですが、いずれにしても、政策

体系としては、「政策」、「施策」、「事業」という 3 段階になっています。このピラミッド的

構造は policy tree とか、hierarchy と言われています。 

 

 

「政策体系」を、例えば、図 II-4-1 のような廃棄物処理対策について考えてみましょう。

「地域の一般廃棄物の減量」という政策があるとします。それを実行するために、リサイク

ルの推進、ゴミ発生の抑制といったさらに具体化した施策がある、それを事業化するとなる

と、リサイクルの推進の中では、ごみの分別収集・処理、資源化の推進、集団回収の推進と

いった更にブレイクダウンした事業が、ごみ発生の抑制については、住民への啓発、過剰な

容器包装の抑制、一部のごみ回収の有料化とあります。 

どのレベルを政策とし、どのレベルを施策とするかは、人によって色々な考え方がありま

す。例えば、この上に、「環境対策」という、より高いレベルの政策を位置付けることはでき

ます。その一環として、廃棄物処理対策を位置付けることも可能です。ですから、この政策の

tree、hierarchy は、色々な形で整理することができます。これは、我々の政策の関連性を整

参考 国の政策評価の実施に関するガイドラインにおける政策、施策、事務事業の説明 

・政策（狭義） 

特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり  

 

・施策 

上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、政

策（狭義）を実現するための具体的な方針や対策ととらえられるもの  

 

・事務事業 

上記の「具体的な方策や対策」を具体化するための個々の行政手段としての事務及び事業であり、

行政活動の基礎的な単位となるもの 
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理するうえで、材料としては非常に良い方法です。 

 

図Ⅱ-4-1 政策体系の構造 

出所：田中啓「自治体評価の戦略」 

 

次に、文部科学省の例で考えてみましょう。文部科学省は 10 幾つの政策分野を整理して

います。 

この中には、最初の 6 つが教育ですが、「政策目標 1：教育一般」「政策目標 2：学校づく

り」「政策目標 3：義務教育」「政策目標 4：高等教育」「政策目標 5：奨学金」「政策目標 6：

私学の振興」の 6 つが、いわゆる教育政策として、大きな体系を成しており、この 6 つをさ

らにブレイクダウンして、施策や事業となっていきます。 

この研修に参加されている皆さんの関係分野は、文化活動であると想定しますが、「文化

芸術の振興」は、政策目標 12 に上がっています。それをさらにブレイクダウンして、施策

のレベルが 4 つに整理されています。その 4 つ目が「文化芸術を推進するプラットフォー

ムの形成」であり、例えば、美術館・博物館というのは、ここに属すると思います。 



 

16 

 

 文科科学省の「政策目標 12 文化芸術の振興」の中に「施策目標 12－4 文化芸術を推進

するプラットフォームの形成」という説明があり、これについては、「地域の文化芸術を推

進するためのプラットフォームを全国各地に形成し、多様な人材や文化芸術団体・諸機関が

連携・協働し、持続可能で回復力のある地域文化コミュニティの形成を行う。」という概要

説明があります。 

そして、これらの施策を具体化するための達成目標というのが 4 つ掲げられています。 

1 番目は、国立の博物館や地域の博物館に対するソフト面での支援、2 番目は、地域の文

化力向上、次世代に継承するための基盤づくり、3 番目は、基礎的なデータの収集や調査研

究、4 番目は、宗教法人についてです。 

文化庁の所管のところですから宗教法人のことまでのっていますが、1、2、3 がいわゆる

文化芸術のプラットフォームの形成に関する達成目標になります。 

参考 文部科学省の政策体系－政策目標、 

政策目標ごとの施策目標、施策目標ごとの達成目標を設定 

政策目標１ 新しい時代に向けた教育政策の推進 

政策目標 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり 

政策目標 3 義務教育の機会均等と水準の維持向上 

政策目標 4 個性が輝く高等教育の振興 

政策目標 5 奨学金制度による意欲・能力ある個人への支援の推進 

政策目標 6 私学の振興 

政策目標 7 イノベーション創出に向けたシステム改革 

政策目標 8 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 

政策目標 10 原子力事故による被害者の救済 

政策目標 11 スポーツの振興 

政策目標 12 文化芸術の振興 

 施策目標 12－1 芸術文化の創造・発展・継承と教育の充実 

 施策目標 12－2 文化芸術を通じた創造的で活力ある社会の実現 

 施策目標 12－3 文化芸術を通じた心豊かで多様性のある社会の実現 

 施策目標 12－4 文化芸術を推進するプラットフォームの形成 

政策目標 13 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進 

（以下省略)  
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（２）組織的側面：政策活動を支える組織の諸要素 

 政策の立案、施策等を支える組織の諸要素（制度、手続き、機構等）も評価の対象となり

ますが、ここでは説明を省略します。 

 

５．政策過程と評価の関係 

（１）政策過程（政策の流れ）の主なステージ（模式） 

表 II-5-1 は、政策過程と評価の関係について、皆さんもよくご存知のように、政策の流

れ、あるいは行政活動がどのように流れていくのかということを見たものです。社会に問題

があると、政府がニーズを把握し、政府としてはどういうことを行うべきかと対案を考え、

その中で妥当なものを選択し、まずパイロット事業を行ってみる、その結果を踏まえ、本格

化し、その効果を確認する、という流れがあります。 

 

表 II-5-1 政策過程の具体的な流れ 

 

社会問題の存在 → ニーズの存在 → ニーズの把握 → 目的と個別目標の設定 → 複数の政策案の比較 

→ 政策案の選択 → パイロットプログラムによる試験的実施 → 効果・効率性の確認 →  

パイロットプログラムで 効果ありの場合 → 政策案の本格実施へ → 効果・効率性の確認 →  

目的と個別目標の達成 → ニーズの充足 → 社会問題の解決 

 

・パイロットプログラムで効果なしの場合 → 政策案の選択の段階に戻り、代替案の検討へ 

・本格実施で一定の効果ありの場合 → 継続(必要な修正をして)、本格実施の段階に戻る 

・本格実施で効果なしの場合 → 中止 

施策目標 12－4 の各施策の達成目標 

達成目標１ 国立の博物館の機能の充実や、地域の博物館に対するソフト面での支援、学芸員への

充実した研修等を通じて、我が国の博物館の振興を目指す。 

達成目標２ 我が国の地域の文化力向上に向けて、あらゆる人々が文化芸術に慣れ親しめるよう、

広く文化芸術を発信するとともに、確実に次世代に継承するための基盤を整備する。 

達成目標３ 文化政策に関する基礎的なデータ収集や調査研究の充実を図り、客観的な根拠に基づ

いた政策立案の実施を強化する。 

達成目標４ 宗教法人の日常の管理運営業務における具体的な事務処理方法等の講義を通じ、適正

な管理運営について理解を深める。 
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最後は、社会問題の解決につながる、というのが普通の政策・施策の流れですが、もし、

パイロットプログラムが成功しない場合には、別の対策や施策、事業を考えなければならな

いということになります。文部科学省は、様々なモデル事業等を行いますが、それはパイロ

ットプログラムに位置付けられるものです。モデル事業を行い、成功すれば次のステップに

進むことになります。 

 

（２）政策過程のステージと評価の関係 

政策過程のステージと評価の関係を今回のテーマである評価と関連付けてみると、表Ⅱ-

5-2 のようになります。 

ニーズの把握のために、「ニーズ分析」を実施します。 

目的と個別目標の設定ということで、「セオリー評価」を実施します。それから、様々な

政策案の比較検討ということで、コストパフォーマンスはどうかというような分析をしま

す。パイロットプロジェクトですと、プロセス評価の実施、結果の評価も行いますし、イン

パクト評価、コストパフォーマンスというようなことも行います。それから、本格実施とな

ると、もう一度、「セオリー評価」「コストパフォーマンス評価」「インパクト評価」を実施

します。このような流れで様々な内容の評価が出てくるということです。 

 

表Ⅱ-5-2 政策過程のステージと評価の関係 

 

今まで「目的」という言葉と「目標」という言葉を使ってきました。制度や研究の世界で

は、これらの言葉を使い分けています。「目的」とは、「政策」によって追求される望ましい

社会的状況や状態のことをいいますが、非常に抽象的です。具体化するためには、それだけ

では十分ではないということで、これを具体的に実現するため、目的を達成するための「個

別目標」というものを考えていきます。これは、我々が評価をするにあたり、非常に重要な

ニーズの把握 ―― ニーズ分析を実施 

目的と個別目標の設定 ―― セオリー評価を実施 

複数の政策案の比較・選択 ―― コストパフォーマンス等評価を実施 

パイロットプロジェクトの実施 ―― プロセス評価を実施、 

パイロットプロジェクトの効果・効率性確認 ――インパクト評価、コストパフォーマンス評価を実施 

本格実施 ――プロセス評価(必要に応じ、セオリー評価、コストパフォーマンス評価)を実施 

効果・効率性の確認 ―― インパクト評価、コストパフォーマンス評価を実施 

目的と個別目標の達成 

ニーズの充足 

社会問題の解決 
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ものです。 

通常「個別目標」は、ある基準によって数量的に測定可能であるという条件を満たし、そ

れにより基準的な位置付けを与えられ、実際の実績をこれに照らし合わせて評価する、とい

った形で使われます。 

従って、様々な評価の作業の始まりは、この政策・施策は一体何を目的にしているのか、

それを具体的にするためにさらにブレイクダウンしたら、どういう個別目標が達成される

のか、という事を考えます。先程文部科学省の政策体系を見ましたが、政策・施策・達成目

標ということでした。 

これはまさに、現時点での文部科学省における中央政策の評価の体系があのようになっ

ているということです。 

 

 

６．評価の手法 

（１）セオリー評価 

ここからは、具体的な評価の手法についての話になります。 

次回の講義の中で、この辺りを重点といたしますので、ここでは表 II-6-1 を見ながら概

略だけ頭に置いて理解して頂ければ結構です。 

まず、セオリー評価というのは、様々な政策・施策がどういう具合に流れていくのかを考

えるものです。我々は様々な仮説を設けて政策を作るわけですが、その中でこういう目標を

達成するためにはこういうことが必要だろう、このくらいやればこのくらい効果が上がる

だろう、などと考えながら、政策・施策を設定します。 

ここで目的や目標、達成、提供、使う資源、あるいは因果関係①、②と書いていますが、

(注) 目的(goals)と個別目標(objectives) 

目的(goals)と目標(objectives)の用語の使い方は、人によって異なることもあり、分かりにくいと

ころがある。  

龍、佐々木は次のように説明している。  

 

・目的（goals） 

「政策」によって追求される望ましい社会的状況や状態。通常は広義かつ抽象的に書かれている。

抽象的な「目的」は、特定の基準によって数量的に測定可能な複数の項目に翻訳されなければな

らない。「目的」は通常、法案や実施要領に漠然と書かれていることが多い。  

 

・個別目標（objectives） 

「政策」によって達成されることが期待される特定的かつ具体的な項目。「目的」と「個別目標」

は日本語では明確に区別されないが、通常「個別目標」はある基準によって数量的に測定可能で

あるという条件を満たさなければならない。しかし、「個別目標」は法案などに書かれていること

があまりないので、関係者の間で測定の方法や基準について主張が分れることが多い。 
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こういうことを頭に置きながら政策・施策を立案して実行していきます。これは人によって

考え方が異なるので、内部で色々と議論しますと、頭の整理ができるようになります。この

頭の整理をする際に、ロジック・モデルを作成することが多いです。 

 

表 II-6-1 セオリー評価 (theory evaluation) 

 

ロジック・モデルについてもまた次回お話ししますが、駅前の放置自転車対策の例を挙げ

ておきます。（図Ⅱ-6-1）。 

この政策目的はフローチャートの 1 番右側にあるように、「歩行者の通路・安全の確保」

ですが、そのためには放置自転車を減少させなければならない。そこで 1 番右（目標）から

1 つずつ左に戻り、放置自転車が減少する、そして、放置自転車を減少させるために何をや

ったらいいかということで、放置自転車の撤去、自転車放置の抑止、あるいは駐輪場をつく

り、その利用者を増やす、そうすれば放置自転車が減るだろう、そして 1 番左側にあるよう

に、具体的にどういった事業・施策を行うかということで、自転車整理員の派遣、職員によ

る駅前巡回、駐輪場の設置がやるべき事として挙げられるということで、このロジック・モ

デルが作られています。  

ある施策がその目的を達成するに至るまでの各段階の間の関係について想定される因果関係をセオ

リー（プログラム・セオリー）と呼び、このセオリーを明らかにし、それが適切なものであるかど

うか分析評価 

具体的には、次のようなことを評価 

 

・施策の目的 (goals) と個別目標 (objectives) は何か。 

・提供されるべきサービスの概要・種類と提供される量、質、期間 

・因果関係①：施策の実施がどのような経路をたどって予期されたサービスを生産するか。 

生産されたサービスはどのような経路をたどって受益者に届けられるか。 

・因果関係②：届けられたサービスがどのような経路をたどって予期された社会変化（改善効果） 

を引き起こすか。 

・サービス提供にはどんな資源が必要か、サービス提供のためにどのように組織化すべきか。など 

 

セオリー評価とロジック・モデル          

行政評価特にセオリー評価を行う場合には、政策、施策の流れを想定したロジック・モデルを作成

し、その妥当性等の分析検討や、精緻化が行われるのが普通です。 

ロジック・モデルはセオリー評価の最終成果物とも言われ、プロセス評価、インパクト評価、コス

トパーフォーマンス評価など各段階の評価にも有用なものです。 

ロジック・モデルの作成を通じて、施策の構造、流れ、因果関係など施策に関する理解が深まると

ともに、関係者間で施策に関する共通認識が形成できます。 
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図 II-6-1 ロジック・モデル（駅前の放置自転車対策の例) 

出所：田中啓「自治体評価の戦略」 

 

 実際の流れは、役所はまず図の 1 番左側にある自転車整理員の派遣や職員の巡回等を行

い、自転車撤去等が行われ、それから右に進んで、放置自転車が減り、歩行者の通路が確保

され、安全が確保される、という具合になります。施策、事業は取り組むべき課題を明らか

にし、問題を解決あるいは改善するという目的、目標を達成するためのものですので、先程

は、ロジック・モデルを作るきっかけは施策、事業の「目的」、「目標」であり、ロジック・

モデルの作成・検討も何が目的かというところから始まると言いましたが、実際に作られる

ロジック・モデルは、この目的、目標を達成するための、あるいは、成果を上げるための施

策、事業の内容や流れをロジカルに示したものです。 

このロジック・モデルを書くことによって、人によっては異なるロジックを書くかもしれ

ませんが、関係者の頭が整理され、認識が統一されます。 

また、やってみたが自転車があまり減らないとなると、このロジックではどこか欠けてい

るところがあるのではないか、1 番左側でやるべきことが何か抜けていることがあるのでは

ないか、というようなことが考えられます。すると、我々が考えたセオリー、あるいは仮説

はどこか足りなかったかもしれない、というようなことが確認できます。 

 

（２）プロセス評価 

これについても、次回で詳しくお話ししたいと思いますが、「プロセス評価」は、施策を

実行する過程で、予定通りに行っているか、あるいは予定通りに行っていない場合、何が問

題なのかを考えます。あるいは、予定した通りにやったが効果がないという場合もあります。

これは事業そのものが的外れな事業だったという場合もあり得るわけです。いずれにして

も、この「プロセス評価」は、予定した資源を投入し、予定したプロセスを踏み、予定した

通りに動いていっているか、その結果どうなったか、記録を取りながら評価をするやり方で

す。 

 

 

 

 

自転車整理員の派遣   放置自転車の撤去  

  

職員による駅前巡回   自転車放置の抑止   放置自転車の減少   歩行者の通路・安全の確保  ・安全の確  

  

駐車場の設置   駐輪場の利用者増加  
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表Ⅱ-6-2 プロセス評価とインパクト評価  

プロセス評価  

(process evaluation) 

施策の執行過程（プロセス）が、当初のデザインどおりに実施されているか、

想定された質、量のサービスを提供しているかどうか、などを評価 

具体的には、次のようなことを評価 

・質的、量的、期間的に計画されたサービスが提供されているか。 

・人的、物的等の資源は計画どおりに利用されているか。 

・組織は計画されたとおりに機能しているか。 

・サービスは意図されたとおりに対象に届いているか。 

・サービスが引き起こす改善効果に関する指標値が消え続的に記録されてい

るか。など 

インパクト評価 

(impact evaluation) 

施策の実施に伴って、人々や社会など施策の対象にどのような改善効果（イ

ンパクト）があったのか、なかったのか、あったとしたらどの程度あったの

かを分析評価 

具体的には、次のようなことを評価 

・施策実施によって改善効果があったのか、なかったのか。 

・施策実施が施策対象に与えた量的な改善効果はどれくらいあったか。 

・施策によるサービスは施策対象にどの程度届いたか。 など 

 

（３）インパクト評価  

 「インパクト評価」は、実行した政策が、どのような効果を生じているのかということを

評価するもので、様々な手法があります。 

 

インパクト評価では、特定の施策の効果の有無等を評価するために、例えば、ある地域に

ある施策を実施し、別の地域では実施しないで、1年後とか 2年後にどのような違いが表れ

たかを調べ、その違いは、この施策の効果ではないか、と推定あるいは想定するわけです。 

しかし問題は簡単ではないので、もう少し科学的で精緻な比較分析をすべきではないか

ということで、様々な分析手法が開発されてきています。詳しくは次回ご紹介します。表 II-

6-3 で整理していますので、この表により説明します。 

1 番上から、厳格さや科学的な程度の順となっています。(1)に掲げた分析手法は 1 番コ

ストのかかる方法です。(3)に掲げた方法は、科学性や信頼度から考えると科学性や信頼度

は必ずしも高くないのですが、1 番簡便な方法で専門家による感覚・経験での評価、受益者

による評価、行政官による評価というものです。これらの間の(2)の方法は、(1)ほどコスト

のかからない方法で、様々な統計的な手法、あるいは今言われるエビデンスベースというデ

ータを元にして分析する手法となっています。 
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表Ⅱ-6-3 インパクト評価で用いられる分析手法 

1）施策実施グループとこれに対比される比較グループ(施策を実施しないグループ)の両方がある場合に

利用できる方法 

 a）ランダム実験モデル 施策実施前に、無作為に実施集団と比較集団を設定する。 

 b）回帰・分断モデル 施策実施前に、特定の指標値でサンプルを２つのグループに分断し、

実施、比較集団とする。 

 c）マッチングモデル 可能な限り近似の集団を選定し、比較集団とする。 

 d）統計的等価モデル 施策実施後に、サンプル集団を実施、比較集団に分ける。 

 e）一般指標モデル 全国平均などの一般指標を比較対象とする。 

2）施策実施グループのみがある場合に利用できる方法 

 f）クロスセクションモデル 多数の個人・組織・地域などの間の施策実施や属性のばらつきを利

用してインパクトを計測する。 

 g）時系列モデル 1 つの測定対象の指標値を多数の時点でのデータを測定してインパ

クトを計測する。 

 h）パネルモデル 多数の個人・組織・地域などのデータを複数の時点で測定してイン

パクトを計測する。 

 i）単純事前・事後比較モデル 施策実施後の指標値を比較する。 

3）簡便なアプローチ 

 j）専門家評価 評価対象の施策及びインパクト評価に関する知識、経験を有する専

門家によって評価 

 k）受益者評価 受益者が施策実施前と実施後を比較して評価 

 l）行政官評価 施策実施を担当した行政官自ら評価 

 

（４）コストパフォーマンス評価 

次に、「コストパフォーマンス評価」について説明します。政策評価では、「費用便益分析」、

「費用効果分析」ということがよく言われます。公共事業の場合に、”B by C”といういい方

で、benefit と cost の比が 1 以上でなければ、その公共事業に予算を投入するべきでないと

いう議論がされますが、これがコストパフォーマンス評価というものです。 

 

（注）コストパフォーマンス評価でよく使われる分析手法 

・費用便益分析 

公共事業効果分析や規制影響分析等の事前評価の手法としてよく利用される。 

事業を選択すべきかどうか、複数の計画案のうちどの案を採択すべきかを検討  

但し、費用便益分析では費用と便益を貨幣価値で表すため、次のような難しさがある。 

     ○ 便益の中には貨幣価値換算が難しいものがある。 

     ○ 便益を漏れなくリストアップすることは容易でない。  

 

・費用効果分析 

費用便益分析には技術的困難や恣意性が伴うので、貨幣価値換算が特に難しい推計を回避し、

想定される効果の本来の単位で効率性を比較するための手法として利用 
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（５）パフォーマンス評価 

「パフォーマンス評価」は「実績評価」、あるいは「業績評価」と言われるもので、今 1

番広く行われている評価方式です。 

まず評価対象を選び、評価対象の目的は何か、目標は何かということで、目標、評価指標、

チェック項目を設定し、その評価指標・基準を置き、一定期間後に進捗・達成状況を評価し

ます。評価すべき対象、指標に応じて、インプット、アウトプット、アウトカムについて、

それぞれ指標を置き、判断を下すべき基準を設けます。今、挙げた幾つかの指標については、

次回詳しくお話しします。 

 

表Ⅱ-6-4 評価指標の種類  

インプット指標  

(投入される行政資源に関する指標) 

予算額、事業費、投入人員、労働時間等 

アウトプット指標  

(資源を使って行われる活動、第一次的生産物に関す

る指標) 

道路整備事業の場合における道路等の整備延長  

各種研修等における講座等の実施回数  

健康診断サービスにける健康診断の実施回数等 

アウトカム指標  

(活動あるいは生産物がもたらす成果に関する指標) 

道路整備事業による渋滞率の緩和  

研修受講者の習得度  

健康診断受診者の健康状態等 

 

７．政策、施策、事業の評価の観点・視点 

「政策、施策、事業の評価の観点・視点」ということで、国の場合の政策評価法では、必

要性、効率性、有効性、公平性、優先性といった様々な視点・観点を掲げていますが、学者・

研究者、あるいはコンサルタントは、さらにたくさんの評価の視点というものがあり得ると

して、このような評価の視点、チェックポイントを挙げています。 

表 II-7-1は、国が政策評価に基づいて評価を実施する際の評価の観点を示したものです。 

 

表Ⅱ-7-1 評価の観点 

必要性の観点からの評価 政策効果から見て、対象とする政策に係る行政目的が国民や社会のニー

ズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有しているか、行政関与

の在り方からみて当該政策を行政が担う必要があるかなどを明らかに

することにより行うものとする。 

効率性の観点からの評価 政策効果と当該政策に基づく活動の費用等との関係を明らかにするこ

とにより行うものとする。 

有効性の観点からの評価 得ようとする政策効果と当該政策に基づく活動により実際に得られて

いる、又は得られると見込まれる政策効果との関係を明らかにすること

により行うものとする。 

公平性の観点からの評価 行政目的に照らして政策効果や費用の負担が公平に分配されるものと

なっているかを明らかにすることにより行うもの。 

優先性の観点からの評価 これらの観点からの評価を踏まえて当該政策を他の政策より優先すべ

きかを明らかにすることにより行うもの。 
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表 II-7-2 は田中啓教授の整理による評価の視点を示したものです。 

「合法性」「合規性」「経済性」「効率性」等と続きます、この中には先程述べたような、

「有効性」「効率性」もあります。 

経済性、効率性、有効性は、それぞれ微妙に異なります。英語では、economy、efficiency、

effectiveness という言葉があり、経済性は、より少ない費用で実施しているかということ

であり、効率性、能率性は効「率」ですから、投入とアウトプットの比ということで、比率

の問題です。有効性は、目的・目標との関係で、どれだけ達成しているかという観点です。

いくら効率的にお金を使っていても目標達成に全く役に立っていなければ、有効性という

観点からは、この施策は全く役に立っていない、という評価になるという具合です。 

 

表Ⅱ-7-2 評価の視点 

① 合法性（(legality) 会計経理等が予算や法律、政令等に従って適正に整理されているか 

② 合規性 (regularity) 会計経理等が予算や法律、政令等に従って適正に処理されているか 

(合法性とほぼ同じ概念） 

③ 経済性 (economy) より少ない費用で同種の活動を実施しているか 

④ 効率性 (efficiency) 投入した資源や活動に対して得られる結果の大きさ 

⑤ 能率性 (efficiency) 投入した資源に対して得られる結果の大きさ（効率性とほぼ同じ概

念） 

⑥ 有効性 (effectiveness) 行政活動の実績が目標水準を達成している度合 

⑦ 公平性 (equity, fairness) 偏らず依怙贔屓のない度合 

⑧ 安全性 (security) 人命・財産等が危険がなく、安定的に保持されている度合 

⑨ 回復性 (resilience) 組織等が損害を受けた状態から機能を取り戻す能力や特性 

⑩ 必要性 (necessity) 欠くことができない度合い、住民等のニーズの大きさの度合い 

⑪ 緊急性 (urgency) 事が差し迫っており、対応が急がれる度合い 

⑫ 優先度 (priority) 他の選択肢よりも先んじて行うべき度合い 

⑬ 充足度 (adequacy) 行政サービス等が需要を満たしている度合い 

⑭ 満足度 (satisfaction) 利用者・受益者等が行政サービス等に対して満ち足りている度合い 

⑮ 行政関与の妥当性、必要性 行政機関が介入（対応）することの適切さ（必要性）の度合い 

⑯ 民間関与の可能性 （行政機関に代わり）民間の主体が対応することができる見込みと

度合い 

⑰ 透明性 (transparency) 行政内部の事実や手続き等が外部から明確に把握できる度合い 

⑱ 迅速性 (quickness, swiftness) すみやかに物事が処理される速さの度合い 

⑲ 円滑性 (smoothness) さしさわりや軋轢なく物事が処理される度合い 

出所：田中啓「自治体評価の戦略」 
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８．評価の主体 

評価の主体についてです。これは次回のメインテーマになります。 

評価は、自ら行う場合と、他の組織に行ってもらう場合があります。他の組織も、役所の

外の組織に行ってもらう場合と、自己評価ということで、役所の中の人が行う場合がありま

す。表 II-8-1 に整理しています。 

「自己評価」と「他者評価」の違いについて、ここでは次のように定義します。 

「自己評価」は、ある政策や施策を担当している組織が、自分の責任で評価というものを

考えて実行する、従って、その結果についても責任を負うわけです。その場合、自ら行う場

合もあるし、専門家に頼んで行ってもらう場合もあります。 

「他者評価」というのは、例えば、各省庁に対する総務省・会計検査院といった別の組織

が評価するということで、この場合内部評価はありません。詳しくは、次回のメインテーマ

にしたいと思います。 

 

表Ⅱ-8-1 評価の主体 

①自己評価 

内部評価 事業の担当者 

ラインの管理職 

幹部職員  

評価担当組織・組織横断的組織 

外部評価 第三者評価機関  

評価専門家  

政策シンクタンク  

一般市民  

利害関係者 

②他者評価 

外部評価 議会  

評価専門家  

政策シンクタンク  

市民団体・NPO 等  

利害関係者 

 

９．結果の利活用 

今回の講義の最後のテーマは、結果の利活用についてです。表 II-9-1 に「結果の利活用」

について検討を要することについて整理していますが、結果の利活用についても、詳しくは

次回に説明しますので、見出しだけ簡単に見て頂ければと思います。 
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表Ⅱ-9-1 結果の利活用 

①用途・目的 事業の理解  

意思決定  

説得・支持獲得  

アカウンタビリティ 

②利用対象・内容 評価の結果（事業の基本情報・実施状況・実施結果など）のほか評価を実施し

た結果を踏まえて示された判断や提言も含む  

評価の過程（評価を実施するという行為・活動自体に利用価値を認める） 

③利用者 内部的利用：事業担当者、担当部門の管理職、幹部職員、他部門の職員  

外部的利用：議員、市民、他の行政機関等 

④利用と活用 利用＝想定した用途・目的に供すること  

活用＝想定した以外の用途・目的に供すること 

⑤報告 報告の形式  

報告の内容  

配布方法 

 

おわりに 

最後に、私が大学に来てから色々と感じていることを、評価ということだけに限らないで

お話ししたいと思います。 

今日もアメリカや外国の歴史のお話しをしました。それから日本が色々な制度を採り入

れる時に、外国ではどうしているかということも参考にしながら検討し、導入してきたとい

うことを申し上げました。これは今でもずっとやっていることです。自治体を含め、政府が

様々なことを行う場合に、外国では一体どうなっているのだろうか、他の自治体ではどうな

っているのだろうか、他の政府ではどうなっているのだろうかということを考えながらや

るというのは、ある意味では当たり前のことです。 

しかし、そこには注意すべきことがあります。これを申し上げたいと思います。これは、

学者・研究者に対する一種の warning、気を付けなければいけないよ、という意味での注意

でもあります。 

我々は行政については色々な理論や外国の制度等を学ぶことは大変有意義なことだと思

っています。しかし、留意すべきことがあります。 

理論は期待される、もっとも望ましい姿を整合的に描いたものである場合が多く、現実の

社会、行政の実践では、理論どおりに動くとは限らず、むしろ、そうなるのはほとんど稀で

す。皆さんもそう思っていると思います。 

また、そもそも理論が正しいとは限らず、現実が理論どおりに行かないのは、日本だけで

はなく、程度の差こそあれ、どこの国でも同じであると認識することが重要です。 

日本だけがうまくいっていないようなことをいう人がいますが、そうではありません。日

本がうまくいかない場合には、実は外国もうまくいっていない場合が多いのです。 

我々は、そういった認識を持って、ことに望むことが重要だということです。現実の社会
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の問題、課題に取り組み、その解決、改善を図るのが役割である実務家は、問題、課題の解

決、改善に役立てるために理論を学ぶのであって、決して、研究のため(だけ)、あるいは、

理論のために理論を学ぶのではありません。従って、我々が取り組むべき問題、課題は何か

ということを常に忘れないで、そこから出発しなければなりません。そして、外国のことに

ついて色々と言われることが、この我々の要求・ニーズに合っているかということを考えな

がら、答えを考えるべきです。 

これは様々な分野で言われていることで、私は国際学会でも色々な活動をしている中で、

友人たちとこの考えを共有している訳ですが、新しい制度等の導入が議論されるとき、外国

の制度や経験が学ぶべき成功例として紹介されることが多いのですが、外国の制度、運営の

実態は実はよく分からないことが多いのです。 

多くの学者もいうようになった ADPR (Announcement, Decision, Practice, Results) の

考え方があります。 

A (announcement)はいろいろな制度や政策の導入について、政府は、国民に訴えたり、

日本はこういうことをやっている、イギリスはこういうことをやっているということで、方

針を発表します。様々な所で発表しますが、これが Announcement という段階です。この

Announcement は非常にアピールするもので、話題になり、すぐに日本にも伝わり、ニュ

ースになったりします。学者も飛びついたりします。 

次は D (decision)で、Announcement の段階で明らかにしたことを、政策として閣議決定

や法律化などの形で具体的なものとして決定する段階です。 

次の Practice の段階からが問題です。本当にこの閣議決定や法律は実行されているのだ

ろうか、期待されたような成果を上げているのだろうか、と実務家としてはそこに 1 番関

心があるわけですが、政府が発表したり、法律をつくった時には資料があるし入手しやすい

ので学者も色々ものを書いていたが、その後うんともすんとも聞かない。どうなっているの

か必ずしもよく分からない。あの決定、法律政策はちゃんと実行されているのかどうか、そ

のことこそ、実務家としては疑問を持つべきなのです。 

A（announcement）と D (decision)までのデータを得ることは、比較的容易なのです。

外国へ調査に行くことも、文献で調査することもできます。しかし、P (practice) と R 

(result) はどうなったかということになると、しっかりしたデータを得ることは非常に難し

いのです。その国に行っても大したデータが存在しない、あるいは教えてくれないという場

合もあるのです。 

例えば、外国人が日本の役所に来た時に、日本の役所の人たちがどういう対応をしている

か、法律や政策として決まっていることを、上手に説明するだけでなく、うまく行ってない

ことも含めて洗いざらい喋っているとは限らないのです。日本から外国の役所に出かけて

聞く場合もそういうことが多いのです。 

「こういう改革をやることになってね、こういうことを決めて、こういう法律を作って今

実施中である」というところまで言います。実態を調べたい実務家としては、「どういう実
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施効果が上がっているの？」「課題や問題点は何か？」というような事に関心がある訳です

が、そこまで聞かれると「実はまだ今実施中でね…」というところで話が止まることが実は

多いわけです。 

そもそも、実行 (Practice) や、その結果 (Result) まで含めて実務家にまで役に立つよう

な有用なデータは少ない、ということが多いのです。従って、外国の制度や運営の紹介は、

A と D によるものが多く、P (practice) さらに R (result) まで正確に伝えるものはほとん

どないと理解すべきです。美しく、理想の制度、仕組みとして紹介されやすい外国の紹介や、

比較研究には、落とし穴があることに留意しなければいけないのです。実務家にとって一番

大切なことは、我々は今、どんな問題・課題を抱えているのか、ということを常に忘れずに

ものを考えるということです。 
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